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建設業の労働災害防⽌対策等について
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本日の内容

⚫労働災害発生状況について

⚫最近の法改正について
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事故の型別災害発生状況
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木造家屋建築工事における墜落・転落災害における起因物別発生状況
（令和７年10月末日現在） 13

トラック

はしご等

はしご等

開口部

足場

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

墜落、転落（２ｍ以上） 墜落、転落（２ｍ未満）



令和６年  起因物別死傷災害【東京労働局管内、木造家屋建築事業】
（令和６年10月末日現在）

起因物別死傷災害

14

6
15%

4
10%

3
7%

3
7%3

7%3
7%

2
5%

2
5%

2
5%

13
32%

丸のこ盤

はしご等

木材、竹材

手工具

その他の一般動力機械

開口部

トラック

起因物なし

乗用車、バス、バイク

その他



0

5

10

15

20

25

30

R4年(確定値)

R5年(確定値)

R6年(確定値)

R7年10月末

死亡災害の推移【東京労働局管内、建設業】
15（令和7年10月末現在）



建設業における労働災害防止対策の徹底について 16

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/roudou_kijun/kensetu2023.html#A
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労働災害防止対策

労働安全衛生のための活動

18

1.死亡災害を発生させない旨の決意表明と発信

2.安全衛生管理活動の的確な実施及び活性化に向け

た取組

3.墜落・転落災害防⽌対策の徹底

4.安全衛生意識の向上等を目指した安全衛生教育の

徹底



車両系建設機械対策 20

車両系建設機械による危険防止対策について

https://www.kensaibou.or.jp/safe_tech/regulations/files/official_regulations_explanation_09.pdf
https://www.kensaibou.or.jp/safe_tech/regulations/explanation.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/04_tunnel4_machine-2_jp.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10973.html#JAPANISE
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/newpage_00700.html
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/content/contents/002129615.pdf


本日の内容

最近の法改正について



22

建設業における労働災害の発生状況は、長期的に減少傾向にあるものの、いわゆる一人親方等を含

めた建設工事従事者全体では、墜落災害をはじめとする建設工事の現場での災害により、年間約

400人もの尊い命が亡くなっています。

労働安全衛生法は元請負人及び下請負人に労働災害防止対策を義務づけており、それに要する経費

は元請負人及び下請負人が義務的に負担しなければならない費用であり、建設業法第19条の3に規

定する「通常必要と認められる原価」に含まれるものです。建設工事請負契約はこの経費を含む金額

で締結することが必要です。

●労働災害防止対策の実施者及び経費負担者の明確化の流れ

（1）元請負人による見積条件の提示

元請負人は、見積条件の提示の際、労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の区分を明確

化し、下請負人が自ら実施する労働災害防止対策を把握でき、かつ、その経費を適正に見積もるこ

とができるようにしなければなりません。

（2）下請負人による労働災害防止対策に要する経費の明示

下請負人は、元請負人から提示された見積条件をもとに、自らが負担することとなる労働災害防止

対策に要する経費を適正に見積った上、元請負人に提出する見積書に明示する必要があります。

（3）契約交渉

元請負人は、「労働災害防止対策」の重要性に関する意識を共有し、下請負人から提出された労働

災害防止対策に要する経費」が明示された見積書を尊重しつつ、建設業法第18条を踏まえ、対等な

立場で契約交渉をしなければなりません。

（4）契約書面における明確化

元請負人及び下請負人は、契約内容の書面化に際して、契約書面の施工条件等に、労働災害防止対

策の実施者及びそれに要する経費の負担者の区分を記載し明確化するとともに、下請負人が負担し

なければならない労働災害防止対策に要する経費については、他の経費と切り離し難いものを除き、

契約書面の内訳書などに明示することが必要です。

国土交通省では、安全衛生経費が下請負人まで適切に支払われるよう、令和4年度より、学識経験

者、建設関係団体等のご協力を得て「安全衛生対策項目の確認表及び標準見積書に関するWG」を設

置し、安全衛生対策項目の確認表、安全衛生経費を内訳として明示するための「標準見積書」の作

成・普及に向けた取組を進めています。「安全衛生対策項目の確認表及び標準見積書に関するWG」

での議論や成果等は、順次、以下のHPで公表します。

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/anzeneisei.html

【問合せ先】

（足場からの墜落防止措置）お近くの労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。

（安全衛生経費について）国土交通省 不動産・建設経済局 建設市場整備課 専門工事業・建設関連業振興室

電話番号：03（5253）8111（内線24813／24816）

● 改正労働安全衛生規則 令和5年10月1日から順次施行 ●

厚生労働省では足場に関する法定の墜落防止措置を定める労働安全衛生

規則を改正し、足場からの墜落防止措置を強化しました。令和5年10月

1日（一部規定は令和6年4月1日）から順次施行します。

改正のあらまし

一側足場の使用範囲が明確化されます1

足場の点検時には点検者の指名が必要になります2

足場の組立て等の後の点検者の氏名の記録・保存が必要になります3

事業者及び注文者が足場の点検（つり足場を含む。）を行う際は、あらかじめ点検

者を指名することが必要になります。

幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使

用することが必要になります。

足場の組立て、一部解体、変更等の後の点検後に、点検者の氏名を記録・保存する

ことが必要になります。

また、労働災害防止対策を確実に実施するため、安全衛生経費について

は適切に確保してください。



労働安全衛生法改正の経緯 23

対象は労働者に限定されていない（一人親方も対象）

最高裁
判決

「労働者の」とは書いていない
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個人事業者等自身に対して、労働者と同一の場所において作業を行う場合に、①構造規格や安全

装置を具備しない機械などの使用の禁止、②特定の機械などに対する定期自主検査の実施、③危

険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講などを義務付けることとしました。

個人事業者等の安全衛生対策の推進１

労働安全衛生法第３条第３項に規定されている注文者などへの注文時の施工方法や工期などに対

する配慮規定について、今回の法改正により、こうした規定が建設工事以外の注文者にも広く適用

されることを明確化しました。

（特定）元方事業者が混在作業場所において、自社及び関係請負人等に雇用されている労働者の

災害防止のために講ずべき必要な指導や連絡調整等の措置について、その対象が当該労働者から

個人事業者等を含む作業従事者に拡大されました。

また、政令で定められた機械等または建築物を他の事業者に貸与する者が災害防止のために講ず

べき措置について、個人事業者等に貸与する場合にも当該措置を講ずることとされました。

労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主

体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措置を定めました。

R8.4.1施行

個人事業者等の業務上災害が発生した場合には、災害発生状況などについて、厚生労働省に報告

させることができることとしました。

報告主体や報告事項などの報告の仕組みの詳細は今後、関連する法令等により示すこととしてい

ます。

R9.1.1施行

（１）注文者等の配慮

（２）混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大

（３）業務上災害報告制度の創設

R7.5.14施行

（４）個人事業者等自身への義務付け R9.4.1施行

建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者（ここでいう
注文者は元請けに限らず、施主や関係請負人も含まれる）は、施工方法、
作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なう
おそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。となりま
した。

※ ①作業場所、②作業方法、③作業に使用する機械・設備等、
④作業に使用する原材料等、⑤作業時間帯等

を指定する場合には、指定内容に応じ、安全衛生上、留意すべき情報等
を明示する等の配慮が必要であること。
また、指定内容によって安全衛生上必要となる教育・研修の受講等

に要した費用についても安全衛生経費として計上するなどの配慮が必
要であること。とされました。

無理な工期、無理な納期の設定や変更、
当初予定していなかった条件を注文後に付加する等
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個人事業者等の業務上災害が発生した場合には、災害発生状況などについて、厚生労働省に報告

させることができることとしました。

報告主体や報告事項などの報告の仕組みの詳細は今後、関連する法令等により示すこととしてい
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（４）個人事業者等自身への義務付け R9.4.1施行

安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件としては、無理
な工期、無理な納期の設定や変更、当初予定していなかった条件を注

文後に付加する等が含まれるとしています。

（特定）元方事業者が混在作業場所において、自社及び関係請負人等に雇用されている労働者の
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R8.4.1施行（２）混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大

〇 一の場所において、事業を行う者が行う仕事の作業に従事す
る全ての者を「作業従事者」と位置付けた。

○ 統括安全衛生責任者、店社安全衛生管理者を選任しなければ
ならない場合を、労働者以外の作業従事者も含めて、一の場所
で作業を行う者が政令で定める数以上の場合とした。

〇労働者の救護の措置について、全ての作業従事者を対象に改め
た。

〇特定元方事業者等の講ずべき措置の対象を労働者に限らず、
作業従事者を対象とした。

〇元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者に限らず、
作業従事者についても、法違反がないように必要な指示を行
わなければならないとした。

〇作業従事者は当該指示に従わなければならないとした。
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リーフレット
は、ここから
ダウンロード

個人事業者等自身に対して、労働者と同一の場所において作業を行う場合に、①構造規格や安全

装置を具備しない機械などの使用の禁止、②特定の機械などに対する定期自主検査の実施、③危

険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講などを義務付けることとしました。

個人事業者等の安全衛生対策の推進１

労働安全衛生法第３条第３項に規定されている注文者などへの注文時の施工方法や工期などに対

する配慮規定について、今回の法改正により、こうした規定が建設工事以外の注文者にも広く適用

されることを明確化しました。

（特定）元方事業者が混在作業場所において、自社及び関係請負人等に雇用されている労働者の

災害防止のために講ずべき必要な指導や連絡調整等の措置について、その対象が当該労働者から

個人事業者等を含む作業従事者に拡大されました。

また、政令で定められた機械等または建築物を他の事業者に貸与する者が災害防止のために講ず

べき措置について、個人事業者等に貸与する場合にも当該措置を講ずることとされました。

労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主

体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措置を定めました。

R8.4.1施行

個人事業者等の業務上災害が発生した場合には、災害発生状況などについて、厚生労働省に報告

させることができることとしました。

報告主体や報告事項などの報告の仕組みの詳細は今後、関連する法令等により示すこととしてい

ます。

R9.1.1施行

（１）注文者等の配慮

（２）混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大

（３）業務上災害報告制度の創設

R7.5.14施行

（４）個人事業者等自身への義務付け R9.4.1施行
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リーフレット
は、ここから
ダウンロード

個人事業者等自身に対して、労働者と同一の場所において作業を行う場合に、①構造規格や安全

装置を具備しない機械などの使用の禁止、②特定の機械などに対する定期自主検査の実施、③危

険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講などを義務付けることとしました。

個人事業者等の安全衛生対策の推進１

労働安全衛生法第３条第３項に規定されている注文者などへの注文時の施工方法や工期などに対

する配慮規定について、今回の法改正により、こうした規定が建設工事以外の注文者にも広く適用

されることを明確化しました。

（特定）元方事業者が混在作業場所において、自社及び関係請負人等に雇用されている労働者の

災害防止のために講ずべき必要な指導や連絡調整等の措置について、その対象が当該労働者から

個人事業者等を含む作業従事者に拡大されました。

また、政令で定められた機械等または建築物を他の事業者に貸与する者が災害防止のために講ず

べき措置について、個人事業者等に貸与する場合にも当該措置を講ずることとされました。

労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主

体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措置を定めました。

R8.4.1施行

個人事業者等の業務上災害が発生した場合には、災害発生状況などについて、厚生労働省に報告

させることができることとしました。

報告主体や報告事項などの報告の仕組みの詳細は今後、関連する法令等により示すこととしてい

ます。

R9.1.1施行

（１）注文者等の配慮

（２）混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大

（３）業務上災害報告制度の創設

R7.5.14施行

（４）個人事業者等自身への義務付け R9.4.1施行

安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件としては、無理
な工期、無理な納期の設定や変更、当初予定していなかった条件を注

文後に付加する等が含まれるとしています。

個人事業者等自身に対して、労働者と同一の場所において作業を行う場合に、①構造規格や安全

装置を具備しない機械などの使用の禁止、②特定の機械などに対する定期自主検査の実施、③危

険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講などを義務付けることとしました。

（４）個人事業者等自身への義務付け R9.4.1施行

〇「事業を行う者で、労働者を使用しないもの」を、個人事業
者として、安衛法に位置付けた。（法第31条の3）

○ 事業者が講じる措置の順守義務（罰則の適用を受ける作業
従事者）について定義付けされた。（法第26条）

○ 自ら当該機械等を使用して、労働者と同一の場所において
仕事の作業を行う場合の構造規格や安全装置を具備していな
い機械等の使用禁⽌（法第42条）

○ 労働者と同一の場所において危険又は有害な業務に就くと
きは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を
受けなければならない（法第59条4項）
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（高年齢者の労働災害防止のための措置）

第六十二条の二 事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るた
め、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その
他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

２ 厚生労働大臣は、前項の事業者が講ずべき措置に関して、その
適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

３ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対
し、必要な指導、援助等を行うことができる。

（高年齢者の労働災害防止のための措置）
（新設）

〇近年の労働災害増加の大きな原因となっている、高年齢者の労働災害防⽌のた
め、高年齢労働者の労働災害防⽌に必要な措置の実施を事業者の努力義務とし、
国が当該措置に関する指針を公表することとした。

H21 H26 R1 R2 R3 R4 R5 R6(速報値）

19% 21% 24% 25% 25% 27% 26% 28%

（参考）高年齢労働者（60歳以上）の労働災害全体に対する割合 (東京労働局管内）

● 事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るため、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管

理その他必要な措置を講ずるように努めなければならないものとされた。

● また、令和２年３月16日付け基安発0316第１号「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」の策

定について」の通達によりエイジフレンドリーガイドラインが示されているが、このガイドラインで求められている

ような対応を企業の努力義務とした上で、現在のガイドラインについて法律上の根拠を与えることでその適切

かつ有効な実施を図ることとされた。
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03_00004.html
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令和７年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項 

 

 

１ 労働者の安全確保のための対策 

（１）墜落・転落災害防止対策 

一側足場の使用範囲の明確化、足場の点検を行う際の点検者の指名の義務

化などを内容とする改正労働安全衛生規則（令和５年厚生労働省令第 22 号。

以下「改正安衛則（足場関係）」という。）の全面施行、改正「手すり先行工法

に関するガイドライン」（平成 15 年４月１日付け基発第 0401012 号、令和５

年 12月 26日最終改正）の策定等を踏まえ次の対策を推進する。 

ア 足場等からの墜落・転落防止対策 

【厚生労働省が行うこと】 

建設業における墜落・転落による死亡者数の約２割が足場に関連し

たものとなっている。こうした災害を防止するため、幅が１メートル以

上の箇所における本足場の使用の徹底、足場の点検時の点検者の指名

の徹底等、改正安衛則（足場関係）に基づく措置の一層の徹底を図る。

また、あらゆる機会を活用し、改正「手すり先行工法に関するガイドラ

イン」の周知を図り、その普及・定着を促進する。 

また、特に木造家屋等低層住宅建築工事においては、墜落・転落災害

が多発していることから、建設業労働災害防止協会（以下「建災防」と

いう。）が作成した「木造家屋等低層住宅建築工事墜落防止標準マニュ

アル」（令和６年３月）の周知とその定着に取り組む。 

【事業者が行うこと】 

改正安衛則（足場関係）に基づき、本足場の使用や、足場の点検者の

指名等の措置を講じるとともに、改正「手すり先行工法に関するガイド

ライン」に基づく措置を適切に講ずること。また、墜落・転落災害の防

止に関するリスクアセスメントに取り組むこと。 

さらに、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」（平成 24

年２月９日付け基安発 0209 第２号、令和５年３月 14 日最終改正）に

基づき、わく組足場における「上さん」の設置、「足場等の種類別点検

チェックリスト」の活用、足場の組立て等の後の点検について、十分な

知識・経験を有する者による点検の実施に取り組むこと。 

木造家屋等低層住宅建築工事においては、「木造家屋等低層住宅建築

工事墜落防止標準マニュアル」に基づく措置を適切に実施すること。 

 

イ はしご・脚立からの墜落・転落防止対策 

【厚生労働省が行うこと】 

建設業における墜落・転落による死傷者数のうち、はしご・脚立から 

東京労働局
ホームページ
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ご安全に！
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